
 

 

     平成１６年度 財団法人和歌山県暴力団追放センター 
                    事業報告書 
 

 いわゆる「暴力団対策法」に基づき、当財団法人和歌山県暴力団追放県

民センターは、平成１６年度中、次の事業活動を実施しました。 

記 

１ 広報啓発事業 

    暴力団を追放するための広報啓発活動は、次のとおりです。 
（１） 「第１３回暴力団追放県民・市民大会」の開催 

         平成１６年１１月１６日（火）に和歌山市民会館において、県    
民１．０００人参加のもと盛大に開催しました。 

        （講演者警察本部刑事部参事官・アトラクション歌手古都清乃）
（２） 暴排ビデオの制作 

        近畿ブロック合同により、ナビゲーター浜村淳による「不当要   
求への対応」ビデオを制作し、各警察署へ配布するとともに各種   

講習において活用しました。 

（３） 広報媒体による啓発 

        次の交通機関や広報媒体に対し実施しました。 
        ○ 和歌山バス市内循環路線バスに対する車台広告 
        ○  ＪＲ和歌山線（和歌山～五条間）きのくに線（和歌山～新宮      

間）に対する車内吊広告 

        ○  御坊警察署舎に設置している電光掲示板による広報 
        ○  和歌山放送による広報啓発（８月の高校野球時及び１２月の      

年末） 

        ○  朝日新聞、読売新聞に対する広報（年末警戒時） 
        ○  県民の友、和歌山市報に対する広報（１０月） 
（４） 広報啓発資料等作成と配布 

        次の冊子、パンフレット、ポスター等を作成し、賛助会員、警   
察及び各種会合等に配布しました。 

        ○  暴力団情勢と対策                    （２．０００部） 
        ○  企業対象暴力の現状と対策            （１．０００部） 
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        ○  ポスター（不当要求断固拒否）        （５００部） 
        ○  行政対象暴力の現状と対策            （１．０００部） 
        ○  暴追センターだより                  （２．０００部） 
        ○  暴力団追放のしおり                  （３．０００部） 
        ○  暴力団等撃退必携                    （１．０００部） 
        ○  不当要求対応事例集                  （４．０００部） 
        ○  不当要求類型別相談事例集            （２．０００部） 
        ○  カレンダー                          （１．０００部） 
        ○  チラシ（少年用）                    （１０．０００部）
（５） 各種会合への参加による啓発 

        次の会議等において、講話、資料配付等より、広報啓発を実施   
しました。 

        ○ 御坊市建設業暴力排除決起大会              （４月２８日）        
○  生命保険協会情報連絡会（５月１１日・８月３１日・１月       

                     １９日） 
○  少年協助員、指導員研修会         （５月１１日）        
○  石油組合会議               （５月１８日）        
○  ＪＡ共済事業防止対策会議                 （５月２６日）        
○  遊技業組合会議              （５月２７日）        
○  警備業協会会議        （５月２８日・８月２０日）        
○  企業防衛協議会               （６月１日）        
○  和歌山市地域安全推進委員会         （６月３日）        
○  産業廃棄物協会講習会  （６月９日・３月３日・３月８日）        
○  特殊浴場組合暴力排除設立総会       （１０月８日）        
○  損害保険防衛連絡会議           （２月２２日） 

２ 組織支援事業 

    地域において、自主的に暴力団追放活動を実施した次の暴排組織に、  
助成金及び資料を交付しました。 

（１） 田辺市暴力追放協議会 

        平成１６年１０月２６日田辺市において、「暴力追放決起集会並   
びに街頭啓発パレード」を実施。 

（２） 橋本市暴力団追放推進委員会 
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        平成１７年３月２５日橋本市内のＪＲ、南海線５駅において、「暴   
力団追放キャンペーン」を実施した。 

３ 相談事業 

    次の研修会や相談活動を実施しました。 
（１） 暴力団追放相談委員に対する委嘱式並びに研修会の開催 

        平成１６年６月１７日ホテルグランヴィアにおいて、「暴力団追   
放相談委員」２５名（弁護士１０名、少年指導委員等５名、保護   

司５名警察官ＯＢ５名）に対し、理事長による委嘱状の交付と、   

研修会を実施。 

（２） 民事暴力研修会の開催 

        平成１７年３月１６日華月殿において、民暴弁護士６名、警察   
職員５名及び暴追センター相談員５名出席のもと「暴力団事務所   

の撤去」等の研修会を開催。 

（３） 相談活動 

        平成１６年中の相談受理件数は、１２０件（前年比－４件）で   
した。 

        主な内訳 
          ○ 借金に伴う取り立て要求      １５件 
          ○ 機関誌情報紙の購読要求            １２件 
          ○  訪問に対する言いがかり相談          ８件 
          ○  暴力団の有無の相談                  ８件 
          ○  マンション等賃貸契約トラブル相談    ８件 
          ○  売買契約トラブル相談                ７件 
          ○  暴力団からの離脱相談                ５件 
          ○  債権回収通知書相談                  ５件 
          ○  元組員の刺青と就職先での対応相談    ５件 
          ○  情報系サイトの使用料取り立て相談    ５件 
          ○  貸した金の取り立て相談              ５件 
          ○  ガソリンスタンド洗車等相談          ５件 
          ○  その他                            ３２件 
      で、弁護士相談は、１１件、警察への引き継ぎは、６件でありま   

した。 

- 3 -



 

４ 責任者講習事業 

    公安委員会の委託事業として、公務所や事業所等の「不当要求防止 責
任者講習」２５回実施し、１．０６４名が受講しました。（受講予定  者
比受講率８４．１％） 

        受講者の職業 
        ○ 公務員  ５４６名    ○   建設・不動産業   ２５７名     

○   金融業   １３５名    ○   サービス業          ５８名        
○   小売業    １９名    ○   製造業                ４名        
○   遊技業     ２７名   ○   その他             １７名 

５ 離脱者支援事業 

    平成１６年８月２６日和歌山商工会議所において、社会復帰対策の 
一環として「暴力団離脱者等社会復帰対策協議会」を会員１７名出席  

のもと開催いたしました。 

６ 少年指導委員等研修事業 

    平成１６年５月１１日アバローム紀の国において、「少年に対する暴 
力団の影響を排除するための研修会」を実施しました。 

        出席者 少年指導委員１６名 少年警察協助員１４名 
７ その他 

    次の会議に出席しました。 
    ○  全国暴力団追放総会         （５月２０日東京都専務理事） 
    ○  行政対象暴力対策協議会     （７月２日名古屋市小田次長） 
    ○  全国暴力追放相談員研修会    （７月２２日東京都専務理事） 
    ○  会計事務研修会      （９月９日・１０日京都市大浦職員） 
    ○  近畿ブロック会議        （９月１３日大阪市専務理事） 
    ○  大阪府暴追大会         （１１月８日大阪市専務理事） 
    ○  全国暴力追放中央大会     （１１月３０日東京都専務理事） 
    ○  公益法人会計事務研修会     （１月２７日大阪市大浦職員） 
    ○  全国専務理事会議        （２月１７日東京都専務理事） 
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